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令和５年東久留米市議会 

第３回定例会が開催されます 

 

令和５年東久留米市議会第３回定例会が、令和５年８月３１日(木)に開会さ 

れ、９月２６日（火)までの日程で行われます。 

第３回定例会における提出議案などは別紙の通りです。 

 

 

《添付資料》 

 

令和５年第３回市議会定例会 会期日程表（案） 

令和５年第３回市議会定例会 提出議案 



令和５年８月２４日

月 ・日 曜日 （案） 決　　定

８月２４日 木 議会運営委員会　午前９時３０分～

２５日 金
一般質問（正午まで）
請願・陳情（午後３時まで）締切日

２６日 土

２７日 日

２８日 月

２９日 火

３０日 水

３１日 木
本会議（第１日）上程・即決・付託・報告
議会運営委員会　午前９時～

９月１日 金 休会

２日 土 休会（休日）

３日 日 休会（休日）

４日 月 本会議（第２日）一般質問

５日 火 本会議（第３日）一般質問

６日 水 本会議（第４日）一般質問

７日 木 本会議（第５日）一般質問

８日 金 休会

９日 土 休会（休日）

１０日 日 休会（休日）

１１日 月 総務文教委員会

１２日 火 厚生委員会

１３日 水 環境建設委員会

１４日 木 予算特別委員会（補正予算）

１５日 金 休会

１６日 土 休会（休日）

１７日 日 休会（休日）

１８日 月 休会（祝日）

１９日 火 休会

２０日 水 決算特別委員会①

２１日 木 決算特別委員会②

２２日 金 決算特別委員会③

２３日 土 休会（休日）

２４日 日 休会（休日）

２５日 月 休会

２６日 火
本会議（第６日）
議会運営委員会　午前９時～

令和５年第３回定例会会期日程表（案）

会期　８月３１日～９月２６日（２７日間）



 

  

 

令和５年第３回市議会定例会 提出予定議案 

 
（ ）は、議案番号 

整 理 

番 号 
件     名 内 容 ・ 根 拠 法 令 等 担当部課 

１ 

（５６） 

東久留米市教育委員会委

員の任命について 

東久留米市教育委員会委員４名のうち１名が、

令和５年９月３０日をもって任期満了となるた

め、委員を任命するにあたり議会の同意を得る必

要がある。 

 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項 

 

総務部 

総務課 

２ 

（５７） 

人権擁護委員の推薦につ

き意見を求めることにつ

いて 

本市の人権擁護委員６名のうち１名が、令和５

年１２月３１日をもって任期満了となるため、法

務大臣に対し委員の候補者を推薦するにあたり、

議会の意見を求めるものである。 

 

・人権擁護委員法第６条第３項 

 

市民部 

生活文化課 

３ 

（５８） 

東久留米市空家等対策協

議会条例の一部を改正す

る条例 

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部

を改正する法律」の施行に伴い、同法を引用して

いる規定を改めるため、条例の一部を改正する必

要がある。 

 

・空家等対策の推進に関する特別措置法第７条第

１項 

・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を

改正する法律 

 

環境安全部 

環境政策課 

４ 

（５９） 

市道路線の廃止について 市道２３３５号線 

一般交通の用に供しない道路について、廃止す

る必要がある。 

 

・道路法第１０条第１項及び第３項 

 

都市建設部 

管理課 



 

 

５ 

（６０） 

令和５年度東久留米市一

般会計補正予算（第６号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 

６ 

（６１） 

令和５年度東久留米市国

民健康保険特別会計補正

予算（第１号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 

７ 

（６２） 

令和５年度東久留米市後

期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 

８ 

（６３） 

令和５年度東久留米市介

護保険特別会計補正予算

（第１号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 
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